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平成28年６月橋本市議会定例会会議録（第４号）その３ 

平成28年６月22日（水） 

                                           

                                           

（午前10時45分 再開） 

○議長（中本正人君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番14、20番 辻本君。 

〔20番（辻本 勉君）登壇〕 

○20番（辻本 勉君）６月定例会最後の質問

になります。普通の計算ではだいたい７回に

１回、うちが最後になります。私はうちの会

派で一番けつなんで、回ってきたら毎回大ト

リになるんですけども、久々の大トリでござ

いますので頑張りたいなと思っております。 

 また、先ほどの19番議員をはじめ若い議員

が大変熱心に勉強されて、いい一般質問され

ております。我々としては、それに負けない

ようにちょっと頑張らなあかんなという気持

ちでいっぱいであります。 

 本定例会の一般質問におきましては、教育

長、健康福祉部長、経済推進部長の出番が大

変多かったかなと思います。それは、教育の

問題、福祉の問題、経済、観光等の問題が、

やはり一番大事なことであるんかなというこ

とを痛感いたしました。とりわけ、将来の橋

本市のことを考えていきますと、教育分野で

子ども、若者の育成とか支援というのが、こ

れはもう政治にとって最重要課題ではないか

なと、このように考えておりますので、大変

財政状況は厳しいですけども、その辺にやは

り重きを置いた政治をお願いしたいなと、こ

のように思います。 

 それでは、通告に従いまして一般質問を行

います。 

 今回は１項目に絞りました。市有財産であ

る土地の利活用（利用計画）についてであり

ます。 

 これは、昨年の12月と今年の３月定例会で

もしようと思っておったんですけども、諸般

の事情がありまして今回になりました。 

 財政状況が大変厳しい中で、本市の財産で

ある所有土地の利活用は重要な問題でありま

す。本市の財産ということは、市民の財産で

あります。例えば恋野地区の土地利用計画は、

議会において何度も説明がなされました。早

いところでは、平成23年６月27日に恋野地域

の調査がありまして、調査の研究委員会から

の報告がありました。平成24年の１月、平成

23年の12月にも全員協議会がありまして、説

明を受けております。あと、平成26年の６月

には、市議会経済建設委員会において報告が

ありました。これは最終報告かなと思うんで

すけども、その後、平成26年の９月において、

市長が平木市長になってからということで、

平木市長は計画の中止、一時凍結ということ

で議会において発表されました。 

 しかしながら、最後の説明があったんです

けども、それ以降どのように進展しているか

ということについては明確にされておりませ

んし、進展していないようにも思われます。

恋野の土地だけではなしに、ほかにも遊休地

が多くあります。土地開発公社の解散に伴い、

13億4,000万円という借換債を発行した土地

もその一つであります。また、最近では、幼

保一元化や中学校の統合によります土地・建

物等もあります。これらの売却及び活用につ

いて、できるだけ早い時期に計画を立てて進

める必要があります。 

 そこで、以下の三点についてお尋ねしてい

きたいなと思っております。 
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 まず一つ目、財産である市有地はどの程度

ありますか。詳しくお教えください。特に、

面積の大きいもので活用ができそうなところ

については、きちっとお答えをいただきたい

なと思います。 

 二つ目、その土地の利活用について、どの

ように考えておられるのかという点。 

 三つ目、恋野地区の土地利用計画は、現在

どのようになっていますか。恋野地区の土地

につきましては、平成21年６月に南海電鉄の

ほうから市が購入をいたしております。たし

か１億5,000万円だったと思うんですけども、

これは病院の底地も含めましてということで、

購入されております。これを議会へもいろい

ろ、何回も報告があったわけでありますけど

も、今後どのように考えているんかというこ

とについて、お尋ねしたいと思います。 

 以上、壇上よりの質問といたします。 

○議長（中本正人君）20番 辻本君の質問、

市有財産である土地の利活用に対する答弁を

求めます。 

 総務部長。 

〔総務部長（吉本孝久君）登壇〕 

○総務部長（吉本孝久君）市有財産である土

地の利活用（利用計画）についてお答えしま

す。 

 一点目の、財産である市有地についてです

が、普通財産として管財課が管理している土

地の主なものは、平成28年３月末時点で、山

林等すぐに処分が困難な土地が15箇所、25万

5,637㎡、県や地元区等へ貸与している土地が

26箇所、面積５万9,317㎡、更地等になってい

る土地が10箇所、１万2,134㎡です。普通財産

全体で63箇所、面積は34万6,272㎡となってい

ます。 

 二点目の、これらの土地の利活用について

ですが、市有財産は市民の貴重な財産であり、

市民サービスの向上や行政目的の実現など、

市の貴重な経営資源として活用する必要があ

りますが、厳しい経済状況の中、財政健全化

の視点から、普通財産となっている土地や幼

保一元化に伴い廃園となった保育園等の土地

は、売却を基本方針としています。 

 しかしながら、住民の交流の場や防災倉庫

の設置場所として土地を貸与していることに

より売却が困難なものや、境界確定や里道、

水路の付け替えなど地元協議が必要なものが

多く、測量等の費用も多額となるなど、売却

できる状態になるまで時間がかかる要因とな

っています。 

○議長（中本正人君）教育部長。 

〔教育部長（森中寛仁君）登壇〕 

○教育部長（森中寛仁君）中学校の統廃合に

よる土地・建物等の利活用についてお答えし

ます。 

 平成28年４月から西部中学校、橋本中学校、

学文路中学校の３中学校が統合となり、元橋

本中学校の敷地と校舎を利用して、新たに橋

本中央中学校が開校しています。これにより、

元西部中学校及び元学文路中学校は閉校とな

り、今後、地元の関係者の皆さんと跡地利用

の協議を進めていくこととなります。 

 中学校の統合準備会の場におきましても、

以前から統合後の跡地利用として、学校施設

にかわる公共施設を整備してほしいとの強い

地元要望があり、市として前向きに検討して

きた経過があります。 

 しかし、残念ながら市の財政状況の悪化に

より、今後、まずは市の財政再建を最優先に

取り組んでいかなければならない状況も一方

であります。 

 統合準備会の皆さんや地元の関係者の皆さ

んに、市の財政状況の説明をしっかりさせて

いただく中で、財政負担をできるだけ抑えな

がら、跡地を有効活用していく方法について、

協議を重ねてまいります。 
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○議長（中本正人君）建設部長。 

〔建設部長（塙阪 隆君）登壇〕 

○建設部長（塙阪 隆君）恋野地区土地利用

計画の現在の状況についてお答えします。 

 恋野地内市有地の土地利用計画につきまし

ては、平成26年６月当時、本市が似賀尾池周

辺の約10haを５年間無償で事業者に貸与し、

その間に事業者が集客、利用促進を図るイベ

ント等の事業を積極的に行い、施設環境を整

えていく計画でした。 

 しかし、その後、当該事業者から、従前よ

りかかわっていた他府県での事業が一気に加

速し、本市の事業を進行させる社員、並びに

配置するべき現地スタッフの確保が困難にな

ったとの理由により、似賀尾池周辺の恋野用

地については、先行投資を控え、現況の自然

のままでのイベント利用にかかわり、無理を

せず進めていきたいとの考えが示されました。 

 こうした状況を受け、市としても設備投資

していくのは難しく、しばらくは現状を維持

していきたいとの考えを、同年９月議会定例

会経済建設委員会にてご報告させていただき、

現在に至っています。 

 なお、現在、当該用地への進出に興味を示

している企業があり、誘致活動に取り組んで

いるところです。 

○議長（中本正人君）20番 辻本君、再質問

ありますか。 

 20番 辻本君。 

○20番（辻本 勉君）それでは、１番からい

きたいと思います。 

 大ざっぱな答弁をいただいたんですけども、

どういう土地があるのかということを、具体

的にできればお教え願いたいなと思うんです。

大ざっぱな、これだけありますよというだけ

で、これだけ貸してます、売却不可能な土地

もこれだけありますとかという答弁はいただ

いたんですけども、実際そしたら、どこにど

れだけの大きい土地があるんかということを、

私は基本的には知りたいということなんです。 

 それと、あわせて言いますが、壇上でも申

し上げたとおり、開発公社の解散に伴う土地

の問題。13億4,000万円で借換債を発行してお

るわけですけども、これの償還が本市の財政

を圧迫しておる一因でもあろうかなと思うん

です。 

 以前に土地開発公社の解散のときに、いろ

いろ議会へも報告ありました。そんな中で、

そのときの引き継いだ土地なんですが、実際、

13億4,000万円で借換債発行してますけども、

債務保証出しておるんですけども、債権放棄

の分が６億7,000万円あって、代物弁済が６億

6,700万円ぐらいということなので、そのとき

に11の土地の報告があったわけであります。

この第三セクターでやりましたこの土地、現

状どうなっておるんか詳しくお答えください。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）まず、土地開発公

社から代物弁済された土地についてお答えし

ます。 

 まず、神野々穴伏谷用地につきましては、

現況は谷でございまして、隣接の橋本市有地、

広野山と一体利用しかできないということで、

これは売却が難しい状況でございます。 

 それから、二点目の南馬場造成用地、これ

につきましては通路用地として保有しており

まして、隣接者に売却できるか交渉中でござ

います。 

 ３番目の原田長平用地、これは平成26年度

に売却済みでございます。 

 ４番目の神野々企業誘致用地です。これは、

地元との調整中につき、今のところ売却でき

るかどうかはわかっておりません。 

 その次に、河瀬代替用地、これは地元区に

駐車場として賃貸しておりまして、地元区へ

の売却に向けて交渉中となっております。 
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 次、６番目、学文路北島用地です。これに

つきましては、雇用促進住宅の駐車場として

活用しておりまして、一部を売却に向け交渉

中でございます。 

 ７番目に彦谷用地。これにつきましては、

最終処分場用地として保有しております。 

 次に、８番目、柏原造成用地、これは平成

25年度に３区画を売却済みです。残り１区画

はただ今商談中でございまして、後残りの分

は未造成となっております。 

 次に、９番目の下兵庫山田谷用地です。こ

れは企業誘致用地として保有しておりまして、

誘致に向けて企業と交渉中となっております。 

 10番目の公営住宅建設用地、これにつきま

しては、平成26年度に応其こども園用地とし

て活用済みでございます。 

 最後、11番目、妻・河瀬企業誘致用地です。

これにつきましては、平成26年度に一部を企

業に売却、給食センター用地として約6,000

㎡を活用予定でございまして、残りの土地に

ついては売却に向け企業と交渉中でございま

す。 

 それから、答弁の中で大まかな説明をさせ

ていただいたわけなんですけども、基本的に、

管財課のほうで普通財産に移管された土地と

いうのがありまして、移管されていない土地

につきましては、ちょっと把握しかねておる

状況でございます。 

 そこで、こども園化されたときの廃園の保

育園の関係について、少し説明をさせていた

だきます。 

 まず、すみだ保育園跡地につきましては、

今年度に売却予定です。それから、大野保育

園跡地につきましては、地元区と協議中でご

ざいます。向島保育園跡地は、半分は今年度

売却予定で、残り半分は地元区に貸し付けて

います。信太保育園跡地の半分は売却し、残

りは地元区に貸し付けています。高野口保育

園跡地の半分は売却し、残り半分は地元区に

貸し付けております。それから、橋本東保育

園跡地につきましては、公図訂正、水路の付

け替え、境界立会い、公図における里道、水

路等の付け替えが必要となり、かなり費用が

多額になりますので、地元区との協議まで至

っておりません。また、その他の跡地につき

ましては、地域高齢者の生きがいでもあるグ

ラウンドゴルフ場やゲートボール場等、地域

住民の健康と交流の場として紀見小学校跡地、

応其中学校跡地、紀見焼却場跡地に活用して

いただいてる状況です。 

 これらの土地につきまして、地域住民の

方々の当該用地への強い思い入れ等がありま

して、売却については地域住民の皆さま方に

理解をいただくことが必要であると考えてお

ります。 

○議長（中本正人君）20番 辻本君。 

○20番（辻本 勉君）基本的には、開発公社

の部分なんですけども、これは、やはり当初

の方針では、行政財産としての利用を目的と

した事業計画が存続している場合は、関係各

課において管理を行っていくと。で、事業化

のめどが立たないものについては、本市が積

極的に進めている企業誘致用地等として売却

することや、その他の有償貸与を積極的に推

進していくということなんですが、今、神野々

の穴伏谷、この辺については広野山との関連

があって大変難しいということで、これは議

会の決算委員会でもしょっちゅう出ておるん

で、これはもういいと思うんですけども、ほ

かのところは、もっと速やかに売却をしてい

かないとだめやと思うんです。 

 企業誘致にできてるところはもうちゃんと

やってるんやけど、それ以外のところは売却

交渉中とか、売却予定とか、今答弁いただい

たんやけど、もっと速やかに売却していかん

とあかんでしょう。本来は活用したらいいん
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ですよ。何でもかんでも、いうたら安く売っ

てやで、市民の財産、市の財産というか市民

の財産を、まあ言えば安く売るというか、た

たき売りしてするよりも、市民のために利活

用していくというのが僕は原則やと思うんや

けど、財政上の問題もあったら、やはり売却

せなあかんというんであれば、速やかに売却

をしていかんとだめやと思うんで、今後その

辺については、特に第三セクターの部分の売

却可能な用地については、速やかに売却をし

ていっていただきたいなと思います。これは

要望にしておきます。 

 それと、先ほど答弁いただいた中学校の統

合の関係につきましては、現在、いろいろ地

元とのいろんな話し合いということなので、

このことについても、やはり速やかに、でき

れば市民のために、市民が使えるようなとこ

ろにやっていっていただいたほうがいいかな

と思うんですけども、その辺については問題

がないと思うんですけども、それと、幼保一

元化の関係なんですけども、特に、橋本こど

も園の部分につきましては、橋本こども園、

建設にあたって大変いろんな問題があって、

かなり高くついたということなので、橋本こ

ども園の関係の橋本保育園、橋本東保育園、

この辺については、速やかにどうしていくん

なということを、話をしてもらわんとだめや

と思うんです。 

 それと、先ほど答弁あったんですけども、

橋本東保育園は、私も行ってきましたが、下

に水路が入っておるし、境界明示もきちっと

されてない。これは当時の、もう古い話なん

であれなんですけども、今の担当者に何の責

任もないといえども、これは大変市としての

落ち度なんですよね。そうでしょう。あそこ

はきちっとできてないんですよ。水路がある、

里道がある、都市計画道路ができてるけども、

きちっと境界明示がされてない。これ、売却

となったら大きな問題でしょう。売却するに

あたっていろんな手続きをしようと思えば、

それなりの金もかかるということになってき

たら、大きな問題なんでね。 

 この辺は、もっと行政としてきちっとして

いかんと。昔のことなんで、今さらごじゃご

じゃ言うてもいけませんけども、今後やはり

そういうことのないように、行政の財産の部

分については、きちっと境界明示もして、き

ちっと登記できるようにしとかんと。後々使

い物にならん土地になりますよ。土地はあっ

ても売却できへんとか、そこに何か建物建て

られないとか、そういう大きな問題が発生し

てくるんで、東保育園の跡地というのは現在

それなんよ。そうでしょう。私も地元区にお

りますので、地元区だったらどないかして無

理もきくやろうけども、一般的な売却なんて

絶対できへん。そんなんも含めてきちっと対

応してください。 

 市長も本議会でもいつも答弁してくれてお

るんやけども、スムーズに、何でもやるとき

は早くやっていかんとだめやと思いますんで、

よろしくお願いしときます。 

 そしたら、３番目の恋野のところに少し入

りたいと思います。 

 恋野の部分につきましては、一応現在、答

弁あったんですけども、進出したいという企

業があってどうのこうのということなんです

が、この辺、この問題があまりにも情報が流

れ過ぎ。きのう５番議員、質問しとったでし

ょう。何でこういう情報が流れるんですか。

恋野の問題。そやからおかしくなってくるん

です。情報が早く流れ過ぎるから。そうでし

ょう。僕もこれ、12月と３月に一般質問しよ

うと思ったけど、その辺もあったんでしなか

った。そしたらほかから流れていっておる。

情報がもれておると。こういうことはあった

らいかんのよ。もう、地元にも流れてるはず
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やで。情報が。そやから、やっぱりこういう

話というのはきちっとしていかんと、情報は

出ないようにしておかんと、市の大事な情報

なんでね。その辺はきちっとしてください。 

 それと、市長がもうあそこは凍結やという

ことなんで、調査報告書があります。以前や

っていただいて、これも恋野の、平成26年６

月に最終の報告があったんですけども、それ

までに人も金も結構使うとるんです。ほんで

市長がかわられて、市長はもうあそこに投資

するのは現時点ではだめやと。できないとい

うことなんで、凍結はいいんです。そやけど、

その前に、そしたら何であれだけの費用を突

っ込んできて、よう進められんだかと。人も

おって。人が１人、ずっとそれにかかわって

おったわけでしょう。ずっと。で、お金も使

うて計画書もきちっとつくっていって、何年

かかって計画を立てて、そうでしょう。21年

かな、あれ購入したのが。ほんで23年から調

査も入って、どんどんどんどんやってきて、

計画もできて人も金も使いながらできなかっ

たという。これは大いに反省してもらわんと

ね。そうでしょう。平木市長になるまでにや

ってしまわなあかん。ほんまに計画あったん

やったら、やり切らなあかん。それがポシャ

ってしもうた。議会の経済建設委員会に何回

も報告しておるんですよ。やり替え、やり替

えして。なおかつそれをようせんだというこ

とが、こういう時代に財政難と言いながら、

人も金も無駄遣いしとるわけ。その辺も十分

反省してもらわなあかんと思うんです。 

 基本的には、その当時の基本的な考え方が

あります。平木市長が凍結すると言われてる

んで、それは私も正解だと思うんですが、そ

のときのいろんな報告がありまして、そこに

はすばらしいことを書いていただいてます。

あそこはやっぱり自然を大事にした、自然の

里山も大事にしながら、いろんな動物、植物

があるので、大事にしながら活用していった

らどうやと。そのことがひいては橋本市の観

光につながっていくんやと。変なものをつく

らんでもね。そういうことが橋本市の、ひい

ては橋本市にああいういいところがあるとい

うことで、橋本市の観光にもつながっていく。 

 物をつくることだけがあれではないんで、

そういうコンセプトに合った業者といいます

か、それを待つという。自然を大切にして良

い状態に保っていくことが、将来都会に近い、

大阪圏に近いこの里山が自然遺産になったり、

公園の価値がさらに高まってくるという。こ

れが観光の付加価値になってくるということ

なんで、そういうことを頭に入れながら、今

後、市長の方針どおり積極的に動かないで、

やはり、そういうコンセプトに合った民間企

業が進出してくれるということであれば、一

番市にとってはありがたいことだと思うんで

す。その辺で、あまりいろんな業者、一つ進

出企業があるということなんですけども、そ

の辺の情報はもれないようにしていかないと

だめやと思うんです。その辺は十分担当部課

長、きちっと反省をしてもらわんと困ると思

うんです。 

 今後、市長の方針に従ってやっていってい

ただくんですけども、そのことについて、も

う時間も、できるだけ早く終わりたいんで、

理事のほうから、せっかく理事おられますん

で、６月定例会の一般質問の締めということ

で、すばらしい答弁をいただけたら。市長に

再登壇いただかんでええようにしてください。 

○議長（中本正人君）理事。 

○理事（久保 進君）ご指名いただきまして

ありがとうございます。 

 今回、出場する機会がないのかなとちょっ

と諦めておりましたんですけども、ご指名を

いただき本当にありがとうございます。 

 辻本議員の質問にお答えいたします。 
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 情報が流れ過ぎということで、確かに企業

との話とか、そういうのを進めていく上で、

そういうのは非常に具合が悪い点も出てくる

かというふうには思います。 

 市としましては、今のところ、前回の計画

ではちょっと難しいというようなこともあっ

て、今、そういうお話がある。そのお話は結

構、市の今後の発展にもつながっていくかと

いうようなことで、かなり期待はしておると

ころでございます。いろいろ問題は確かにあ

の土地にもございまして、いろいろ保安林が

かかっておったりとか、中に道路とか、ため

池とか公共的なものもいろいろございますの

で、その辺の処置を早いことつけまして、で

きるだけ早い時期に企業に売却するなり、そ

れなりのことをやっていきたいというふうに

考えてございます。 

 非常に自然的にも、先ほどからも言われま

したように、いいところでございます。だか

ら、全体的に、たいがい山、山地とかそうい

うところにつきましては高圧線があったりと

か、いろいろ邪魔になるものがいっぱいある

んですけども、結構そういうものもないよう

ないい土地でございます。そういうことも踏

まえまして、今後、できるだけ早い時期に市

としても活用していけるようにしていきたい

というふうに考えます。 

 以上です。 

○20番（辻本 勉君）終わります。 

○議長（中本正人君）20番 辻本君の一般質

問は終わりました。 

                     

○議長（中本正人君）これにて一般質問を終

結いたします。 

 以上で本日の日程は終わりました。 

 本日はこれにて散会いたします。ご苦労さ

までした。 

（午前11時16分 散会） 

                                          

 


